
令
和
３
年
度
の

国
民
年
金
保
険
料

　

令
和
３
年
度（
令
和
３
年
４
月
～

令
和
４
年
３
月
分
）の
国
民
年
金
保

険
料
額
は
、月
額
１
６
、６
１
０
円
で
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
発
行
さ
れ
る
納

付
書
、
口
座
振
替
、ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
な
ど
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
前
納
制
度
・
口
座
振
替
早

割
制
度
を
利
用
す
る
と
、
保
険
料
が

割
り
引
き
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、

左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

◆  

保
険
料
は
、
納
付
期
限
ま
で
に

　
納
め
ま
し
ょ
う

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
案
内

書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
納
付
期
限
ま

で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お

く
と
、
障
害
や
遺
族
の
年
金
、
老
後

の
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
保
険
料
は
納
付
期
限
か
ら

２
年
経
過
す
る
と
時
効
に
よ
り
納
め

ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　
経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
が
難
し
い
場
合
は
、
申
請
に

よ
り
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度

（
所
得
制
限
あ
り
）が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問 

日
本
年
金
機
構
草
津
年
金
事
務
所

　
☎（
５
６
７
）２
２
２
０

　
国
保
年
金
課

　
☎
・
有（
５
８
２
）１
１
２
０

　
5（
５
８
２
）１
１
３
８

固
定
資
産
土
地
・

家
屋
価
格
等
縦
覧

帳
簿
を
縦
覧
し
ま
す

　
固
定
資
産
税
の
納
税
者
が
、
ほ
か

の
固
定
資
産
と
の
比
較
に
よ
り
、
自

分
の
固
定
資
産
の
評
価
額
が
適
正
か

ど
う
か
を
判
断
で
き
る
よ
う
土
地
価

格
等
縦
覧
帳
簿
・
家
屋
価
格
等
縦
覧

帳
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

時 

４
月
１
日（
木
）～
５
月
３1
日（
月
）

の
平
日
午
前
８
時
３0
分
～
午
後
５

時
1５
分

所 

税
務
課

対 

・
土
地
の
納
税
者

　
　
（
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
）

　
・
家
屋
の
納
税
者

　
　
（
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
）

持 

・ 

運
転
免
許
証
や
納
税
通
知
書
な

ど
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

　
 

・ 

代
理
人
の
場
合
は
、
委
任
状
お

よ
び
代
理
人
の
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の

問 

税
務
課

　
☎
・
有（
５
８
２
）１
１
１
５

　
5（
５
８
３
）９
７
３
８

狂
犬
病
予
防
注
射
の

期
間
が
延
長
さ
れ
ま
す

　
犬
の
飼
い
主
に
は
、
年
１
回
の
狂

犬
病
予
防
注
射
の
接
種
が
義
務
付
け

ら
れ
て
お
り
、
４
月
～
６
月
に
接
種

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止

の
た
め
、
本
年
度
も
接
種
期
間
が

12
月
３1
日（
金
）ま
で
延
長
と
な
り
ま

し
た
。
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
に
つ

い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問 

環
境
政
策
課

　
☎（
５
８
４
）４
６
９
１

　
5（
５
８
４
）４
８
１
８

〈
予
告
〉

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

を
実
施
し
ま
す

　
次
の
計
画
案
に
対
す
る
市
民
の
皆

さ
ま
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。
詳

し
く
は
、
次
号
で
お
知
ら
せ
い
た
し

ま
す
。

計
画
案　
守
山
市
文
化
財
保
存
活
用

地
域
計
画
案

時 

４
月
1５
日（
木
）～
５
月
７
日（
金
）

問 

文
化
財
保
護
課

　
☎（
５
８
２
）１
１
５
６

　
5（
５
８
２
）９
４
４
１

後
期
高
齢
者
保
険
料
の

均
等
割
の
軽
減
割
合
が

見
直
さ
れ
ま
す

　

本
則
7
割
軽
減
の
対
象
の
人
は
、

こ
れ
ま
で
さ
ら
に
上
乗
せ
し
て
軽
減

（
7
・
7５
割
）さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

令
和
3
年
度
か
ら
は
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
本
来
設
け
ら
れ
て
い
る
軽

減
水
準（
７
割
）に
見
直
さ
れ
ま
す
。

◆ 

保
険
料
の
額
は
、
７
月
に
郵
便
で

お
知
ら
せ
し
ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
６

月
に
前
年
中
の
所
得
が
確
定
し
た
後
、

そ
の
所
得
を
基
に
算
出
し
ま
す
。

問
国
保
年
金
課

　
☎
・
有（
5
8
2
）1
1
2
0

　
5（
5
8
2
）1
1
3
8

　
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
☎（
5
2
2
）3
0
1
3

　
5（
5
2
2
）3
0
2
3

都
市
計
画
の
決
定
・

変
更
を
行
い
ま
し
た

　
都
市
計
画
の
決
定
お
よ
び
変
更
を

行
い
ま
し
た
の
で
、
都
市
計
画
の
図

書
を
縦
覧
し
ま
す
。

◆ 

決
定
お
よ
び
変
更
を
行
っ
た
都
市

計
画
の
名
称

・
大
津
湖
南
都
市
計
画
用
途
地
域

・ 

大
津
湖
南
都
市
計
画
特
別
用
途
地

区
・ 

大
津
湖
南
都
市
計
画
地
区
計
画

（
横
江
工
業
団
地
地
区
計
画
）

・ 

大
津
湖
南
都
市
計
画
公
園（
環
境

学
習
都
市
宣
言
記
念
公
園
）

問
都
市
計
画
・
交
通
政
策
課

　
☎
・
有（
5
8
2
）1
1
3
２　

　
5（
5
8
2
）6
9
4
7

地
区
計
画
案
を

公
告
・
縦
覧
し
ま
す

地
区
計
画
の
名
称

　
大
津
湖
南
都
市
計
画

　
市
民
交
流
ゾ
ー
ン
地
区
計
画

時 

４
月
１
日（
木
）～
1５
日（
木
）の
平

日
午
前
８
時
３0
分
～
午
後
５
時
1５

分
所 

都
市
計
画
・
交
通
政
策
課

意
見
の
提
出
方
法

　

４
月
22
日（
木
）ま
で
に
意
見
書

（
様
式
自
由
）に
住
所
・
氏
名
を
記
入

し
、
フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー
ル
ま
た
は
直

接
左
記
へ
提
出
。

問 

都
市
計
画
・
交
通
政
策
課

　
☎
・
有（
５
８
２
）１
１
３
２

　
5（
５
８
２
）６
９
４
７

　

 to
shike

ikaku@
city.

m
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